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１．入国管理体制の経緯

① 2020年3月28日より
訪中ビザ、及び、居留許可を保持する外国人の入境を一時的に停止。また、15日以内の日本人の中国滞在に関
するビザ免除措置は、2020年3月31日正午から暫定停止。
但し、日本人が経済貿易、科学技術等の緊急需要がある場合、及び緊急の人道的な特別事情がある場合には、
駐日中国大使館にビザ申請が認められる。

② 2020年8月22日より（規制緩和）
１）有効な居留許可を保持する場合、ビザを取得すれば入国が可能となった。
２）居留許可期限が切れている場合は、招聘状を取得した上で、ビザを申請・取得すれば、入国が認められる。

③ 2020年9月28日より（規制緩和）
１）期限内の居留許可を保持する場合、ビザは不要となり、居留許可に基づいて入国可能に。
２）居留許可の期限が切れている場合は、居留許可、及び、関連書類に基づき（招聘状の要否は明記されず）、

ビザを申請・取得すれば入国可能。



④ 2020年11月2日より（若干の規制強化）
１）期限内の居留許可を保持する場合、ビザは不要。居留許可に基づいて入国可能（変更なし）。
２）居留許可の期限が切れている場合は、省人民政府外事弁公室、または商務庁等の招聘状を取得する必要がある。

その後、ビザを申請・取得すれば、入国可能（条件の明確化。若しくは、規制強化）。

⑤ 2020年11月30日より
日中間の「ビジネストラック」開始。
隔離免除措置ではなく、隔離期間中の制限付き業務活動の容認という位置付け。但し、全く機能していない。

⑥ 2021年3月15日より
中国製のワクチン接種を条件に、Zビザ（就業）、Mビザ（商務ビジネス）取得に際しての外事弁公室発行の招聘状が
不要となった（家族も対象）。
⇒ 新型コロナ防疫措置として要求される、省級外事弁・商務部門、または中央企業が発行する『招聘状（PU）』、

『招聘状（TE）』及び『招聘確認単』が免除される。
かねてより要求されていた、招聘元（外資企業を含む、中国の会社など）発行の招聘状は、引き続き必要。

注：招聘状 発行状況（判断基準）は、一次受付を行う区によって異なる。
就労目的の招聘状：工作許可通知の提出が必要。
商業目的の招聘状：中国に渡航するにあたっての、緊急性・必要性の立証が必要。

⇒ 招聘状申請書、取引契約書により、緊急性の判断をする。



２．就業許可

就業許可と招聘状（コロナ蔓延時の特別措置）は、異なる考え方で管理・発給される。
現在の就業許可は、「外国人来華就業許可制度試行実施方案（外専発[2016]151号）」・
「外国人中国就労許可制度の全面的実施に関する通知（外専発[2017]40号）」に基づく。

ポイント制が導入され、制度開始当時は大きな話題になったが、実務上は、以下の様な点がまず考慮される。
● 大卒以上の学歴、就業歴2年以上、60才以下の3条件をすべて満たしている場合は、B類で就業許可が取得できる。

上記の何れかの条件を満たさない場合は、年収基準、若しくは、ポイント制の採用となる。
１）平均給与収入が当該地区の前年度の社会平均給与収入の6 倍以上であればA類
２）（同上）4倍以上であればB類
⇒ 上海は独自ルール有り（若干、金額が違う）。

この年収基準を満たさない場合は、ポイント制の採用を検討する必要あり。




